
令和元年度文化財建造物修理主任技術者講習会開催要領 

（上級コース） 

 

１． 趣 旨 

この講習会は，文化財建造物の保存修理に携わる技術者に対し，主任技術者としてより高度な

知識及び技術などを習得させ，その資質を向上させることにより，文化財建造物保存修理事業の

円滑，適正な遂行をはかることを目的とする。 

 

２． 主 催 

文化庁 

 

３． 期 間 

令和元年８月２２日（木）から８月３０日（金）まで（土・日曜を除く７日間） 

 

４． 会 場 

旧醸造試験所第一工場（赤煉瓦酒造工場）講義室 

（〒114-0023 東京都北区滝野川 2-6-30） 

 

５． 受講対象者 

現在，文化財建造物の保存修理工事に携わり，修理の設計又は施工の監理等の統括的な業務を

行っている技術者で，文化庁が適当と認める者。 

 

６． 講習の科目及び内容 

講習科目表（別紙）のとおり。 

 

７． 実施上の留意事項 

（１） この講習会は，文化財建造物修理主任技術者講習会実施要項に定める上級コースとす

る。 

（２） 全課程を履修した者に対しては，講習会を修了した時に修了証を交付する。 

 

８． 参加申し込み方法  

申込書一式（参加申込書（様式１），履歴書（様式２），文化財建造物に係る業務歴（様式３））

を令和元年６月２８日（金）までに文化庁文化資源活用課修理指導部門宛て郵送にて提出する。 

 

９． その他 

（１） 講習会参加に要する旅費については，受講者側が負担する。 

（２） 講習会参加上の注意事項等については，受講者宛て通知する。 


